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info@t-ken.jp
古紙配合率100%の再生紙を使用しています

弁護士の無料法律相談を受付中
詳しくは、 080-3010-4522 までお電話を

お名前と連絡先をご記入の上、「月刊田中けん」

への感想文を送って下さい。匿名にてご紹介し

ます。ただし紙面の都合により短文化します。

多数の御意見をお待ちしております。

　私は通告に従い質問します。

　質問に先立ち、ここ数日の出来事として気がついたこ

とをご報告します。駅前から駐輪自転車が一掃されまし

た。前回の質問で、私が「駅前に自転車を止めること自体

が良くない」との見解を示し、区がしっかりと駅前自転

車の一掃を行った成果と思われます。特に篠崎駅前と葛

西臨海公園駅前に関しては、見違えるほど綺麗になりま

した。この点を高く評価致します。そこでここ数週間に

より、駅前駐輪が一掃された経過について、ご説明下さい。

　駅前広場の美化に関して、自転車ではしっかりとした

実績を作れたのです。次こそはタバコ対策でしょう。東

京23区の中で、歩行喫煙およびポイ捨てを条例で規制

していないのは、本区だけという不名誉な現状がありま

す。まずはこれを変えましょう。これからのタバコ対策

における中長期的な見通しについてお聞かせ下さい。

　さて、今回は以前の区長答弁を検証してみます。

　まず今年の第一回定例会2月25日に行われた一般質

問において、私は「健康増進法ができたことだし、タワー

ホール船堀の室内を禁煙にしたらどうか」との質問をし

ました。

　それに対して区長は、賀詞交換会のような区が主催す

る集会については2006年から禁煙にするとの約束をさ

れました。

　しかし、民間が主催者となって利用する場合は、「利用

団体が会合の中で喫煙をどうするかについては、利用者

の方々にお任せしたいと思います。」と区長は答弁され

ました。

　つまり「民間主催の集会では、施設内での喫煙に関して、

江戸川区は一切関知しない」とのことです。正直「これは

おかしな答弁だ」と思いましたが、当時の私は、これ以上

の質問を控えました。

　ただ「おかしい」との思いは心に残ったままでした。私

の疑問とは、健康増進法第二十五条の「施設を管理する

者は、これらを利用する者について、受動喫煙を防止す

るために必要な措置を講ずるように努めなければなら

ない」という条文にある「施設を管理する者」とは誰かと

いうことです。

　そこで私は、厚生労働省健康局生活習慣病対策室に連

絡し、健康増進法に関する多田区長の答弁について、そ

の法的解釈が妥当なのかどうか確かめました。すると厚

生労働省の担当者は、区長の解釈は間違っていると答え、

条文にある「施設を管理する者」とは、タワーホール船堀

の場合、区長および館長を指すと説明されました。

　この解釈からも明らかのように、区の施設管理者であ

る区長および館長は、その施設内において「受動喫煙を

防止するために必要な措置を講ずるように努めなけれ

ばならない」訳ですが、区長答弁では、その責任を放棄し
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ています。この見解は法律違反と言えませんか。区長答

弁か厚生労働省の見解か、どちらかが間違っていること

は明らかです。健康増進法第二十五条における「施設を

管理する者」とは誰のことなのか、もう一度明確に答弁

してください。

　ここで改めて申し上げますが、この第25条の目的は、

「非喫煙者をタバコの煙から守ること」にあります。タバ

コの煙は、吸う本人のみならず、近くいる他人の健康に

も深刻な影響を与えます。他人のタバコの煙を吸うこと

を「受動喫煙」といいますが、受動喫煙は他の環境汚染物

質と比べても大きなリスクです。

　例えば、タバコの煙にはダイオキシンやヒ素も含まれ

ており、タバコの煙に含まれるダイオキシンの濃度は工

場の煙の10～200倍と報告されています。また、排ガス

と比較してみましても、タバコ1本の燃焼によって、乗

用車が10km走行する粒子状物質が発生します。日本で

は受動喫煙により、年間2～3万人が死んでいます。その

ため、公共の場での喫煙行為は、もはや個人の趣味・嗜好

ではなく公衆衛生の面から考えるべきものという認識に、

世の中は変わってきているのです。

　アスベスト以上の被害をもたらしているタバコの煙

ですが、他の公害と一つだけ異なる点があります。それ

は「タバコの煙はコントロールできる発生源」であるい

うことです。受動喫煙被害は、きちんとした規制・対策に

よって皆無にできるものなのです。だからこそ健康増進

法第25条に、この件が盛り込まれたのです。受動喫煙防

止対策は、待ったなしで取り組むべき重要な課題です。

この点を踏まえた上で、健康増進法に則った区の行政運

営をお考えいただき、あわせて御答弁願います。

　今日は12月1日です。これから本格的な忘年会・新年

会のシーズンを迎えます。その時、区民施設の運営につ

いて、分煙施設がない一般の室内での喫煙を「施設を管

理する者」が認めているのか、注意しているのか、私はし

っかりとチェックをします。問題があれば、再びこの場で、

区長の責任を問うことになるでしょう。そのようなこと

がないよう、しっかりとした区長答弁を期待します。

区長の答弁
　自転車対策につきましてお答えをいたしますと、な
ぜ急によくなったかという、御評価をいただいたわけ
でありますが、田中議員に御指摘を受けてやったから
ということではありません。これは、長年にわたる懸案
解決のためにあらゆる知恵を絞りまして、総合的な対
策を講じる。つまり自転車は市民の便利な足である、無
公害の足である。したがって、それを受け入れる容量を
つくる。そして区が責任ある管理をする。そういう体制
をしっかりやることによって応益原則を取り込む。そ
してまたあわせてこれを機に地域の皆さんに御協力を
いただくと。そういうことの成果だというふうに思っ
ております。

　それからたばこの問題でありますが、23区中22区が
何がしかの条例をつくっておりますが、1区だけつく
っていないことが不名誉だと言われましたけれども、
なぜ不名誉か私は理解に苦しみます。1区だけないこ
とが名誉だというふうに思っていただいていいかと思
っております。それは先ほどお答えをしたことで御賢
察をいただければというふうに思います。

　それから厚生労働省の見解は、田中議員と厚生労働
省の担当官との間でどういう会話があったか私は聞い
ておりませんので、論評することができません。論評す
ることができませんが、施設の管理者はだれかと問わ
れたら、それは区長ということになります。だれが運営
をしていてもそれは区長の責任と、こういうことにな
ることは間違いがありませんので、そういう意味で厚
生労働省の担当者が言ったとすれば、それは正しいと
いうふうに思いますし、私どももそう思っております。
　受動喫煙を防止する手だてを講じなければいけない
ということは私たちの義務でありますから、それは施
設の管理者として整備をするということに努めてまい

りました。一挙にできない部分もありましたけれども、
これは順次整備をしているわけであります。しかもな
るべく完全なものとして今行いつつあるところでござ
います。区の主催する会合で喫煙を結構ですと言った
ことは、反省しますと言ったことは、それは施設管理者
の第一義的な考え方として、皆さんに協力を、公の立場
での会合ですから、まずはそのように申し上げること
は当然のこととして、私たちがそのことをしなかった
ことについて反省をすると、こういうことを申し上げ
たわけでありまして、今、つまりこのたばこの問題につ
いての理解とか、あるいは受動喫煙の整備の問題とか、
いろいろ過渡期のところにある問題でありますから、
これから将来に向かって一律に、今の時点ですべてを
どう律していきましょうということはなかなか言いに
くい部分があると、こういう現実も存在するわけであ
ります。
　したがって、例えば場所によって皆さんの合意があ
ればそこでやってくださいというケースもありました
けれども、これが未来永劫そういうふうに私どもが考
えているわけではありませんで、いろいろ施設を整え、
そしてそういったことに対する理解を深める中で、施
設管理者としてもこういうことがあるべき姿だと思い
ますので御協力をお願いしますということは、これは
そういう時代が間もなく来ると思います。ですから、そ
の点を御理解いただかないと、ひとつひとつの時点の
中での現象をとらえて矛盾があるのではないか、どう
のこうと言われますとそういうふうに見えますが、流
れの中では現に愛煙家もたくさんおられることであり
ますから、そういう方たちとうまく調整といいますか、
矯正と-----矯正と言うとオーバーですけれども、うまく
持っていくということが私たちのやり方として適して
いるのである、そういうことに努めなければならない
と思っているわけでありますので、方向として議員の
おっしゃることを否定するつもりはございませんが、
そういう方向に向かって努力をすると、そういうこと
かと思っております。
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◆先日、再び瑞江駅で「月刊田中けん」を受け取り、読ま
せていただきましたので感想と意見めいたものを２点
ほど書かせていただきました。

１． 少子化対策は有効か、について
　これはエッセイということでしたので、どこまで本気
の話なのか判らなかったのですがとりあえず意見を書
かせていただきます。
　少子化対策は子作り対策、という論ですが、トキやパ
ンダならその通りと思います。 セックスの回数と出生率
に比例関係がある、というデータの出典がなにかはわか
りませんが、現代の先進諸国において比例関係があると
は到底思えません。なぜならば、人間は生物の中で唯一
避妊をします。現在の我が国のセックス回数の相当数、
というよりほとんどは避妊をしていると思われます。避
妊をタブーとするカトリック教国なら、セックス回数と
出生率に比例関係があるといえるかもしれませんが、日
本やプロテスタント諸国では、避妊付のセックスが多す
ぎて統計的に有意な数値があるとは到底思えません。
　逆にセックスの回数と出生率が関係するという前提
に立てば、日本の子供の誕生日は、11月生まれが最も多
いと多くなるという推論が成り立ちます。12月24日に、
日本中のホテルが満室になっている状況を見ればそう
考えざるをえません。しかしながら、現在の日本では月
別の出生数にそれほど大きな差異はなく、2004年で最も
子供が産まれた月は７月です（前年の９月頃に作った）。
肝心の11月は90,221人で、下から数えて３番目で全く振
るいません。 
　要するに現代のセックスは、愛情表現や快楽などが主
たる目的、子供つくりを目的とはしておらず、単純に精
力を回復しセックスの回数を増やしたところで、効果は
家庭円満になるくらいで出生率には影響しない。確かに
間違ってできてしまう数もばかになりませんから、全く
意味はないとは言えません。
　しかし間違って出来てしまっても次の問題があります。
平成15年の出生数110万人に対し、中絶数は30万件。受
胎しても約２割の子供が産まれることがありません。こ
の数を乳幼児死亡率に加えたら、アフリカの最貧国なみ
の比率です。間違ってできる分が増えても、育てられな
ければ中絶数を増やすだけでしょう。

　以上のことから、少子化問題は、セックスの回数など
にはなく、避妊をしないセックスがいかに出来るか、
さらに作った後きちんと育てられるかどうかにあると
思いますが、いかがでしょうか。 
　要するに、政府のいうように少子化対策が子育て対策
ということは、方向性としては別段間違っていないと思
います。ただ現在の対策が有効かどうかといえば、それ
こそ議員のいうようにバラマキにすぎず、有効ではない
という点には賛同しますし、おそらく理由は異なると思
いますが自分も、日本では少子化対策は必要ないと思っ
ています。

2.人口過密と防災について
　議員は江戸川区の過密について政策課題とされてい
るということで、過密に関して防災上の意見を書かせて
いただきました。　
　過密問題に関する問題ですが、田中議員は、来るべき
大地震に対する防災について、いかがお考えでしょうか。
東京に大地震がくる、内陸活断層型かプレート境界型か

わかりませんが、少なくとも震度６程度以上の揺れが東
京である。これは時間の問題であることは、地球物理の
研究者のほとんど総意です。

　江戸川区は大河川のデルタ地域であり、豊島や新宿の
ような台地に比べ地震動に極めて弱く、23区でも液状化
の発生など受ける被害は大きなほうであることは想像
がつきます。広報えどがわで、議会定例会の冒頭で区長
が震災対策について触れていたことを読みましたが、区
でもその認識は十二分にあると信じています。
　では、来るべき震災に備えて、江戸川区の防災計画は
一体どうなっているのか？
　議員も江戸川区地域防災計画書はお読みになったこ
とがあると思いますが、書いてあるとおりに果たして運
用できるのか、自分には非常に疑問です。いろいろ疑問
はありますが、広域避難所については特に大きな問題が
あると思います。

　地域防災計画書によれば、私の住む南篠崎地域の広域
避難場所は、江戸川清掃工場一体となっています。計画
書に拠れば、有効面積35,200㎡、避難計画人口34,700人
となっています。1人あたりのスペースが１㎡です。議員
はここをごらんになったことがあるでしょうか？自分
は一度見てきましたが、コンサートや野球場じゃあるま
いし、あんなスペースに3万5千人の避難民など、しかも
混乱の極みの震災時に絶対無理です。
　野外における1人あたり1㎡というのはどの程度のス
ペースなのか。
　第二次世界大戦終結直後、ルール包囲戦で敗れたドイ
ツ国防軍B軍集団を中心とした50万の捕虜が、連合軍に
よりライン河畔の牧草地に集められたことが、パウル＝
カレルの「捕虜」に出ています。
　史上これほどの捕虜が一箇所にぎゅうぎゅう詰めに
なったことはなく、ドイツ兵は狭さと飢えで地獄の苦し
みを味わったそうですが、その時彼等に与えられたスペ

ースは１人あたり、わずか３㎡ないし５㎡だったそうで
す。江戸川区の震災時の区民の扱いより、連合軍の捕虜
の扱いのほうが、少なくとも与える面積の点では数倍マ
シというのはいかがなものでしょうか？

　実際には、対象の人数がすべて広域避難所に避難する
ということにはならず、中小の公園に分散することにな
ると思いますが、それにしても地域防災計画に、平然と

有効面積35,200㎡、避難計画人口34,700人と記載してい
るようでは、その他の救援や物資調達計画についても実
効性に？がつかざるを得ません。

　江戸川のような人口稠密な都市域における地震対策
はいかにあるべきか。江戸川区議のみなさんは、海外視
察も結構ですが、神戸市や西宮市など実際に震災を蒙っ
た自治体に視察に行き、都市型震災に対する行政の経験
や対応を学んでくるべきではないでしょうか？海外に
いくならいくで、海外の防災体制について知見を深める
などをすべきだと思います。

　政治の根本は市民の生命・財産を守ることにあるので
あれば、これほど切迫性が叫ばれている東京直下型地震
に対する備えに、もう少し真剣に取り組む姿勢が見えて
きてもよいのではないかと思います。

　長々、失礼しました。これからもご活躍を祈念してい
ます。
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ホームページからは、田中けんがテレビ出演したときの映像を、動画にてご覧いただけます。www.t-ken.jp

土地を買います。土地に関する無料相談を受付中。詳しくは、080-3010-4522　までお電話を

「月刊田中けん」を買ってください（形を変えた政治献金のお願い）

　この月刊紙は、ほぼ2ヶ月に1回の割合で区内駅前を中心に配っています。作成にあたっては、1
枚につき10円のコストがかかっています。この情報をご購入いただき、田中けんの政治活動を財
政的に支えてください。紙面の出来不出来をご評価いただき、額は読者が自由にお決め下さい。
受け渡しに関しては、資金の透明性を確保するためにも、全て銀行振り込みを採用いたします。
　その場合、政治資金規正法第12条により、同一人物による年間5万円を超えるものについては、
その寄附をした方の氏名、住所及び職業などを公表いたします。ご理解、ご協力をお願いします。

みずほ銀行

小松川支店

普通 1015472

田中けんを応援する会

料金振込先

平成18年2月18日(土） 9：30～12：00
タワーホール船堀　406会議室

田中けんとの対話集会

広告

※参加希望者は、自宅事務所まで、必ず
予約をしてください。（当日可）

ボランティアによる軽作業のお手伝いも願いします

江戸川区船堀4-1-1　03-5676-2211
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2,455

2,866

2,545

2,626

2,904

2,692

1,722

参考 構造設計・計算の流れ

このような資料から、平成11年度以降、民間の審査機関がどれだけ多く関わってきたかがよくわかる。
ちなみに、「民間」の欄には、イーホームズの物件も多く含まれている。

新耐震基準
　現在の耐震基準は1981年に出来た
もので、それまでの基準と区別するた
め「新耐震基準」と呼ばれている。現行
の新耐震基準は、中規模の地震（震度5
程度）に対して建築物が壊れないよう
にすること。また、極めて稀にしか発
生しない大規模の地震（震度6強から
震度7程度）に対しても、人命に危害を
及ぼすような倒壊等の被害を生じな
いことを目標としています。

保有水平耐力（Qu)と必要保有水平耐力（Qun)
　大地震時の耐震性能の安全性を確
認する方法は建物の保有水平耐力（Qu)
と必要保有水平耐力（Qun)の比較で示
され、保有水平耐力が必要保有水平耐

力より大きければ（Qu/Qun>1.0)、安全
であるという指標。
　関係都府県、特定行政庁、国土交通省
から構成される「構造計算書偽造問題
対策連絡協議会」において、地方公共団
体（特定行政庁）が建築物の使用制限や
除却等の命令を行う危険度の目安として、
建築基準法による要求水準1.0に対し
て0.5とすることを申し合わせています。

Is値
　既存建築物の構造体の耐震性能を表
す指標。値が大きいほど耐震性が高い。
 
    判定基準
   Is≧0,6　望ましい耐震性能を有している
   Is＜0.3　望ましい耐震性能を有していない

各構造用語について

◆構造計画（構造種別、材料、工法など）

　↓

◆荷重、外力（固定荷重、積載荷重、地震力、風圧力、積雪、水圧、土圧など）

　↓

◆二次部材の設計（小梁、スラブ、壁その他の部分算定）

　↓

◆計算

　　　　●一次設計（中規模地震時の安全性の検証）

　　　　　条件入力（構造種別、材料、工法、荷重、柱梁等の配置、その他の特殊条件）

　　　　　↓

　　　　●応力計算（長期、短期、その他の応力）

　　　　　↓

　　　　●部材断面算定（柱、梁等）

　　　　　↓

　　　　●二次設計の算定（大規模地震時の検証）

　　　　　（剛性率、偏心率、その他）

　　　　　↓

　　　　●保有水平耐力の算定

　　　　　（各階において*保有水平耐力が必要保有水平耐力を上回ればＯＫ）

　↓

◆計算結果に対する検証

　↓

◆計算結果に基づく図面の作成

　↓

◆他工事との調整、工事費の算定

江戸川区における耐震審査の実態

対話集会の報告

当日の主な話題：
派遣労働の問題点
再開発に伴う財政の無駄遣い
都営地下鉄の利便性など。
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